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(57)【要約】
【課題】  基板の表示領域外にも柱状スペーサを形成し
て表示品位の向上を図るとともに、アライメント不良を
改善する。
【解決手段】  画素電極および画素電極を駆動するスイ
ッチング能動素子を有するアレイ基板と、画素電極の対
向電極を有するカラーフィルタ基板１ａと、カラーフィ
ルタ基板１ａ上に所定パターン形状、所定高さ、所定密
度で形成された柱状スペーサ５と、カラーフィルタ基板
１ａ上の表示領域外１７ａに形成された位置合せに用い
るアライメントマーク１６とを備え、アレイ基板とカラ
ーフィルタ基板１ａとの間隙に液晶を封入し、カラーフ
ィルタ基板１ａ上のアライメントマーク１６部分および
その近傍以外の位置に柱状スペーサ５を設けた。これに
より、アライメントマーク１６と柱状スペーサ５が重な
った場合に両者の識別が困難になるというような問題が
生じない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶層を挟持する一対の相対する基板上
の表示領域外に形成された位置合せに用いるアライメン
トマークと、相対する前記基板の一方に形成した柱状ス
ペーサとを備えた液晶表示装置であって、前記アライメ
ントマーク部分およびその近傍以外の前記基板の位置に
前記柱状スペーサを設けたことを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２】  画素電極および前記画素電極を駆動する
スイッチング能動素子を有するアレイ基板と、前記画素
電極の対向電極を有するカラーフィルタ基板と、前記カ
ラーフィルタ基板上に所定パターン形状、所定高さ、所
定密度で形成された柱状スペーサと、前記カラーフィル
タ基板上の表示領域外に形成された位置合せに用いるア
ライメントマークとを備え、前記アレイ基板とカラーフ
ィルタ基板との間隙に液晶を封入した液晶表示装置であ
って、前記カラーフィルタ基板上の前記アライメントマ
ーク部分およびその近傍以外の位置に前記柱状スペーサ
を設けたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  画素電極および前記画素電極を駆動する
スイッチング能動素子を有するアレイ基板と、前記画素
電極の対向電極を有するカラーフィルタ基板と、前記ア
レイ基板上に所定パターン形状、所定高さ、所定密度で
形成された柱状スペーサと、前記アレイ基板上の表示領
域外に形成された位置合せに用いるアライメントマーク
とを備え、前記アレイ基板とカラーフィルタ基板との間
隙に液晶を封入した液晶表示装置であって、前記アレイ
基板上の前記アライメントマーク部分およびその近傍以
外の位置に前記柱状スペーサを設けたことを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項４】  アレイ基板に形成された画素電極の対向
電極を有するカラーフィルタ基板であって、位置合せに
用いるアライメントマークを表示領域外に有し、所定パ
ターン形状、所定高さ、所定密度で形成された柱状スペ
ーサを、前記アライメントマーク部分およびその近傍以
外の位置に設けたことを特徴とするカラーフィルタ基
板。
【請求項５】  画素電極および前記画素電極を駆動する
スイッチング能動素子を有するアレイ基板であって、位
置合せに用いるアライメントマークを表示領域外に有
し、所定パターン形状、所定高さ、所定密度で形成され
た柱状スペーサを、前記アライメントマーク部分および
その近傍以外の位置に設けたことを特徴とするアレイ基
板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、特に、液晶表示
装置の特性、表示品位向上および歩留アップを目的とし
て、基板の表面に柱状スペーサを形成した液晶表示装
置、カラーフィルタ基板およびアレイ基板に関する。
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【０００２】
【従来の技術】従来の薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ  Ｆ
ｉｌｍ  Ｔｒａｎｓｉｓｔｅｒ、以下「ＴＦＴ」と称す
る）型の液晶表示装置（以下「液晶パネル」と称する）
の断面概略構成図を、図８に示す。このＴＦＴ型液晶パ
ネル３１ｅは、アレイ基板１１ｅおよびカラーフィルタ
基板１ｅからなっている。
【０００３】基板１ｅは、ガラス基板２ａ、その上に設
けられた遮光膜４、ＲＧＢの着色膜６Ｒ，６Ｇおよび６
Ｂからなるカラーフィルタ、ならびに透明電極１０から
構成されている。
【０００４】一方アレイ基板１１ｅは、ガラス基板２
ｂ、その上に形成された信号線および走査線からなる能
動素子３ａ，３ｂおよび画素電極８とから構成されてい
る。
【０００５】基板１ｅおよびアレイ基板１１ｅの相対向
する面には、それぞれ配向膜９ａおよび９ｂが形成され
ている。そして、基板１ｅおよび１１ｅで球状スペーサ
１５を挟んでできている間隙には、液晶１４が充填され
ており、その周辺部は、シール材１３で固着されてい
る。さらに、液晶パネル３１ｅの用途に応じてパネル表
裏面に偏光板が貼り付けられる。
【０００６】このような従来のＴＦＴ液晶パネル３１ｅ
においては、以下のような課題がある。
【０００７】第一に、アレイ基板１１ｅとカラーフィル
タ基板１ｅ間のギャップ精度が、その表示品位を決める
大きな要因となっている。すなわち、パネル面内にギャ
ップばらつきがある場合、面内むらが生じることと、パ
ネルギャップが設計値とずれた場合、コントラストなど
のパネル特性が悪くなるという不具合を生じる。
【０００８】第二に、アレイ基板１１とカラーフィルタ
基板１ｅ間に挟まれた球状スペーサ１５のうち、画素の
遮光膜４間に点在した球状スペーサ１５により、パネル
に電圧をかけて黒色表示をさせた場合、球状スペーサ１
５により光抜けが生じ、黒色の沈みこみが悪くなる。す
なわち、白色表示とのコントラストが悪くなるものであ
る。
【０００９】第三に、上記のような、パネルを形成する
場合、球状スペーサ１５を基板上に点在させるには、乾
式または湿式などの方式により基板上にスペーサ散布が
行なわれるが、スペーサ散布を行なう際、スペーサの凝
集や異物の混入により、パネル内に点欠陥部が生じる。
すなわち、この点欠陥部によりパネル工程での歩留を悪
くするものである。
【００１０】以上のような理由により、近年では、従来
の散布方式による球状スペーサに代わる基板上に予め柱
状スペーサを形成しする方式が提案されている。
【００１１】しかし、従来の球状スペーサ散布方式か
ら、上記のような柱状スペーサ方式に置き換えた場合に
おいても、スペーサを点在させる領域は、従来の球状ス
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3
ペーサを散布したのと同様に、表示領域だけでなく、表
示領域以外（シールパターン外）を含むガラス基板全域
に渡って点在させなくてはならない。
【００１２】すなわち、図９（ｂ）に示すように、液晶
パネル３１ｃの表示領域のみに柱状スペーサ５を点在さ
せたのでは、パネル組立プロセスの貼り合わせ工程での
基板１ｄ，１１ｄ上下方向からの加圧力により、表示領
域外１７ｂの部分が密着することから、シール１３内側
の表示領域７ｂのシール近傍１２ｂギャップが大きくな
り、そのままの形状でシールが硬化されるため、液晶を
注入しパネル完成品において、パネル周辺部近傍に表示
むらが発生するものである。
【００１３】そこで、図９（ａ）に示すように、表示領
域外１７ａにも柱状スペーサ５を点在させ基板全面１ｃ
に渡り形成することにより、パネル組立プロセスの貼り
合わせ工程で基板１ｃ，１１ｃ上下からの圧力が加わっ
ても、表示領域外１７ａおよび表示領域７ａ全域に渡っ
て基板変形することなく、表示領域全域に渡って均一な
ギャップ形成ができるものである。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】このように、ガラス基
板１の表示領域外１７ａにも柱状スペーサ５を形成する
ことにより、パネル周辺部を含めたギャップ均一性を向
上させ、表示品位を良くすることができる。
【００１５】しかし、この柱状スペーサ５を形成させた
表示領域外１７ａには、パネル組立プロセスで使用する
アライメントマーク１６が形成されており、このアライ
メントマーク１６と柱状スペーサ５が重なった場合、Ｃ
ＣＤカメラ等の画像認識装置では、アライメントマーク
１６と柱状スペーサ５の識別が困難になり、パネルプロ
セスでの自動アライメントができなくなるという問題が
生じる場合があった。
【００１６】したがって、この発明の目的は、基板の表
示領域外にも柱状スペーサを形成して表示品位の向上を
図るとともに、アライメント不良を改善することができ
る液晶表示装置、カラーフィルタ基板およびアレイ基板
を提供することである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
にこの発明の請求項１記載の液晶表示装置は、液晶層を
挟持する一対の相対する基板上の表示領域外に形成され
た位置合せに用いるアライメントマークと、相対する前
記基板の一方に形成した柱状スペーサとを備えた液晶表
示装置であって、前記アライメントマーク部分およびそ
の近傍以外の前記基板の位置に前記柱状スペーサを設け
た。
【００１８】このように、アライメントマーク部分およ
びその近傍以外の基板の位置に柱状スペーサを設けたの
で、アライメントマークと柱状スペーサが重なった場合
に両者の識別が困難になるというような問題が生じな
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い。このため、パネルギャップを均一にするため基板全
域に柱状スペーサを形成して表示品位の向上を図るとと
もに、アライメント不良なしにパネル形成ができる。
【００１９】請求項２記載の液晶表示装置は、画素電極
および前記画素電極を駆動するスイッチング能動素子を
有するアレイ基板と、前記画素電極の対向電極を有する
カラーフィルタ基板と、前記カラーフィルタ基板上に所
定パターン形状、所定高さ、所定密度で形成された柱状
スペーサと、前記カラーフィルタ基板上の表示領域外に
形成された位置合せに用いるアライメントマークとを備
え、前記アレイ基板とカラーフィルタ基板との間隙に液
晶を封入した液晶表示装置であって、前記カラーフィル
タ基板上の前記アライメントマーク部分およびその近傍
以外の位置に前記柱状スペーサを設けた。
【００２０】このように、カラーフィルタ基板上のアラ
イメントマーク部分およびその近傍以外の位置に柱状ス
ペーサを設けたので、請求項１と同様にアライメントマ
ークと柱状スペーサが重なった場合に両者の識別が困難
になるというような問題が生じない。このため、パネル
ギャップを均一にするためカラーフィルタ基板全域に柱
状スペーサを形成して表示品位の向上を図るとともに、
アライメント不良なしにパネル形成ができる。
【００２１】請求項３記載の液晶表示装置は、画素電極
および前記画素電極を駆動するスイッチング能動素子を
有するアレイ基板と、前記画素電極の対向電極を有する
カラーフィルタ基板と、前記アレイ基板上に所定パター
ン形状、所定高さ、所定密度で形成された柱状スペーサ
と、前記アレイ基板上の表示領域外に形成された位置合
せに用いるアライメントマークとを備え、前記アレイ基
板とカラーフィルタ基板との間隙に液晶を封入した液晶
表示装置であって、前記アレイ基板上の前記アライメン
トマーク部分およびその近傍以外の位置に前記柱状スペ
ーサを設けた。
【００２２】このように、アレイ基板上のアライメント
マーク部分およびその近傍以外の位置に柱状スペーサを
設けたので、請求項１と同様にアライメントマークと柱
状スペーサが重なった場合に両者の識別が困難になると
いうような問題が生じない。このため、パネルギャップ
を均一にするためアレイ基板全域に柱状スペーサを形成
して表示品位の向上を図るとともに、アライメント不良
なしにパネル形成ができる。
【００２３】請求項４記載のカラーフィルタ基板は、ア
レイ基板に形成された画素電極の対向電極を有するカラ
ーフィルタ基板であって、位置合せに用いるアライメン
トマークを表示領域外に有し、所定パターン形状、所定
高さ、所定密度で形成された柱状スペーサを、前記アラ
イメントマーク部分およびその近傍以外の位置に設け
た。
【００２４】このように、位置合せに用いるアライメン
トマークを表示領域外に有し、所定パターン形状、所定
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高さ、所定密度で形成された柱状スペーサを、アライメ
ントマーク部分およびその近傍以外の位置に設けたの
で、パネルギャップを均一にするためカラーフィルタ基
板全域に柱状スペーサを形成しても、パネルプロセスで
のアライメントが正確にできる。
【００２５】請求項５記載のアレイ基板は、画素電極お
よび前記画素電極を駆動するスイッチング能動素子を有
するアレイ基板であって、位置合せに用いるアライメン
トマークを表示領域外に有し、所定パターン形状、所定
高さ、所定密度で形成された柱状スペーサを、前記アラ
イメントマーク部分およびその近傍以外の位置に設け
た。
【００２６】このように、位置合せに用いるアライメン
トマークを表示領域外に有し、所定パターン形状、所定
高さ、所定密度で形成された柱状スペーサを、アライメ
ントマーク部分およびその近傍以外の位置に設けたの
で、パネルギャップを均一にするためアレイ基板全域に
柱状スペーサを形成しても、パネルプロセスでのアライ
メントが正確にできる。
【００２７】
【発明の実施の形態】この発明の第１の実施の形態を図
１～図４に基づいて説明する。図１（ａ）はこの発明の
第１の実施の形態のカラーフィルタ基板の概略断面図、
（ｂ）はその概略平面図である。
【００２８】図１に示すように、画素電極および画素電
極を駆動するスイッチング能動素子を有するアレイ基板
（図示せず）と、画素電極の対向電極１０を有するカラ
ーフィルタ基板１ａと、カラーフィルタ基板１ａ上に所
定パターン形状、所定高さ、所定密度で形成された柱状
スペーサ５と、カラーフィルタ基板１ａ上の表示領域外
１７ａに形成された位置合せに用いるアライメントマー
ク１６とを備え、アレイ基板とカラーフィルタ基板１ａ
との間隙に液晶を封入した構成において、カラーフィル
タ基板１ａ上のアライメントマーク１６部分およびその
近傍以外の位置に柱状スペーサ５を設けた。
【００２９】すなわち、柱状スペーサ５のパターニング
は露光マスクを用いてフォトリソグラフィにより行なわ
れるが、アライメントマーク１６が形成されている部分
およびその周辺近傍部分には、柱状スペーサ５を形成し
ない設計にし、表示領域７ａおよび表示領域外１７ａに
は、所要パターン形状のスペーサパターンを所定密度で
形成したマスク設計にすればよい。
【００３０】図２はこの発明の第１の実施の形態のカラ
ーフィルタ基板の工程断面図である。まず、図２（ａ）
に示すように、ガラス基板２ａ上に遮光層を形成後、露
光、現像により、所要パターン形状の遮光膜４をパター
ニングする。この遮光膜４は、場合により樹脂またはク
ロム膜を使いわけをする。この時、所望のアライメント
マーク１６は遮光層をパターニングすることにより同時
に形成する。
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【００３１】次に、図２（ｂ），（ｃ）に示すように、
ＲＧＢ着色膜６（６Ｒ，６Ｇ，６Ｂ）をそれぞれ塗布、
露光、現像することにより所定パターン形状に形成した
後、その上にスパッタによりＩＴＯの透明電極１０を形
成する。
【００３２】最後に、図２（ｄ）に示すように、樹脂膜
を形成後、フォトリソにより、柱状スペーサ５を形成す
る。この柱状スぺーサ５の高さは、パネルのセルギャッ
プに応じて決定する。
【００３３】この時、図３（ｂ）にその詳細平面図を示
すように、アライメントマーク１６と重なるように柱状
スペーサ５を形成すると、カメラによる自動認識の際、
両パターンを混同することによるアライメント不良が発
生するため、図３（ａ）に示すように、アライメントマ
ーク１６と、柱状スペーサ５が重ならないように形成す
るだけでなく、アライメントマーク周辺部にも柱状スペ
ーサ５を形成しないようにする。
【００３４】上記のように作成されたカラーフィルタ基
板１ａを用いた液晶表示装置について説明する。図４は
この発明の第１の実施の形態の液晶表示装置の断面図で
ある。
【００３５】このＴＦＴ型液晶パネル３１ａを製造する
際には、まず、上記のように柱状スペーサ５が形成され
たカラーフィルタ基板１ａと一般的な方法で形成された
アレイ基板１１ａとの相対向する面に配向膜９ａ，９ｂ
をそれぞれ形成する。次に、両ガラス基板１ａ，１１ａ
の周辺部をシール材１３で封じ、柱状スペーサ５を介し
て、その間隙に液晶１４を充填されることで、液晶パネ
ル３１ａが形成されている。なお、液晶パネル３１ａの
用途に応じて、パネル表裏面に偏光板が貼り付けられ
る。
【００３６】なお、上記のように作成された液晶パネル
３１ａには、切断用アライメントマーク、パネル点灯画
検機用のアライメントマーク等が形成されているが、上
記のようにこれらのアライメントマーク１６上およびそ
の周辺近傍には、柱状スペーサ５を形成しないものであ
る。
【００３７】この発明の第２の実施の形態を図５～図７
に基づいて説明する。図５（ａ）はこの発明の第２の実
施の形態のアレイ基板の概略断面図、（ｂ）はその概略
平面図である。
【００３８】図５に示すように、画素電極８および画素
電極８を駆動するスイッチング能動素子３ｂを有するア
レイ基板１１ｂと、画素電極８の対向電極を有するカラ
ーフィルタ基板（図示せず）と、アレイ基板１１ｂ上に
所定パターン形状、所定高さ、所定密度で形成された柱
状スペーサ５と、アレイ基板１１ｂ上の表示領域外１７
ｂに形成された位置合せに用いるアライメントマーク１
６とを備え、アレイ基板１１ｂとカラーフィルタ基板と
の間隙に液晶を封入した構成において、アレイ基板１１
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ｂ上のアライメントマーク１６部分およびその近傍以外
の位置に柱状スペーサを設けた。
【００３９】すなわち、柱状スペーサ５のパターニング
は露光マスクを用いてフォトリソグラフィにより行なわ
れるが、アライメントマーク１６が形成されている部分
およびその周辺近傍部分には、柱状スペーサ５を形成し
ない設計にし、表示領域７ｂおよび表示領域外１７ｂに
は、所要パターン形状のスペーサパターンを所定密度で
形成したマスク設計にすればよい。
【００４０】図６はこの発明の第２の実施の形態のアレ
イ基板の工程断面図である。まず、図６（ａ）に示すよ
うに、ガラス基板２ｂ上に、ＩＴＯの透明電極膜を形成
した後、フォトリソのより所定パターン形状の画素電極
８をパターニングする。
【００４１】次に、図６（ｂ），（ｃ）に示すように、
スイッチング能動素子３ｂを、一般的な半導体薄膜成膜
と、絶縁膜成膜と、フォトリソ法によるエッチングとを
繰り返すことにより形成する。この時、所望のアライメ
ントマーク１６は、半導体薄膜をパターニングすること
により形成する。
【００４２】最後に、図６（ｄ）に示すように、樹脂膜
を形成後、フォトリソにより、柱状スペーサ５を形成す
る。
【００４３】この時、図３（ｂ）にその詳細平面図を示
すように、アライメントマーク１６と重なるように柱状
スペーサ５を形成すると、カメラによる自動認識の際、
両パターンを混同することによるアライメント不良が発
生するため、図３（ａ）に示すように、アライメントマ
ーク１６と、柱状スペーサ５が重ならないように形成す
るだけでなく、アライメントマーク周辺部にも柱状スペ
ーサ５を形成しないようにする。
【００４４】上記のように作成されたアレイ基板１１ｂ
を用いた液晶表示装置について説明する。図７はこの発
明の第２の実施の形態の液晶表示装置の断面図である。
【００４５】このＴＦＴ型液晶パネル３１ｂを製造する
際には、まず、一般的なカラーフィルタ方式で形成され
たカラーフィルタ基板１ｂと上記のように柱状スペーサ
５が形成されたアレイ基板１１ｂとの相対向する面に配
向膜９ａ，９ｂをそれぞれ形成する。次に、両ガラス基
板１ｂ、１１ｂの周辺部をシール材１３で封じ、柱状ス
ペーサ５を介して、その間隙に液晶１４を充填されるこ
とで、液晶パネル３１ｂが形成されている。なお、液晶
パネル３１ｂの用途に応じて、パネル表裏面に偏光板が
貼り付けられる。
【００４６】なお、上記のように作成された液晶パネル
３１ｂには、切断用アライメントマーク、パネル点灯画
検機用のアライメントマーク等が形成されているが、こ
れらのアライメントマーク１６上およびその周辺近傍に
は、柱状スペーサ５を形成しないものである。
【００４７】 *
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*【発明の効果】この発明の請求項１記載の液晶表示装置
によれば、アライメントマーク部分およびその近傍以外
の基板の位置に柱状スペーサを設けたので、アライメン
トマークと柱状スペーサが重なった場合に両者の識別が
困難になるというような問題が生じない。このため、パ
ネルギャップを均一にするため基板全域に柱状スペーサ
を形成して表示品位の向上を図るとともに、アライメン
ト不良なしにパネル形成ができる。
【００４８】この発明の請求項２記載の液晶表示装置に
よれば、カラーフィルタ基板上のアライメントマーク部
分およびその近傍以外の位置に柱状スペーサを設けたの
で、請求項１と同様にアライメントマークと柱状スペー
サが重なった場合に両者の識別が困難になるというよう
な問題が生じない。このため、パネルギャップを均一に
するためカラーフィルタ基板全域に柱状スペーサを形成
して表示品位の向上を図るとともに、アライメント不良
なしにパネル形成ができる。
【００４９】この発明の請求項３記載の液晶表示装置に
よれば、アレイ基板上のアライメントマーク部分および
その近傍以外の位置に柱状スペーサを設けたので、請求
項１と同様にアライメントマークと柱状スペーサが重な
った場合に両者の識別が困難になるというような問題が
生じない。このため、パネルギャップを均一にするため
アレイ基板全域に柱状スペーサを形成して表示品位の向
上を図るとともに、アライメント不良なしにパネル形成
ができる。
【００５０】この発明の請求項４記載のカラーフィルタ
基板によれば、位置合せに用いるアライメントマークを
表示領域外に有し、所定パターン形状、所定高さ、所定
密度で形成された柱状スペーサを、アライメントマーク
部分およびその近傍以外の位置に設けたので、パネルギ
ャップを均一にするためカラーフィルタ基板全域に柱状
スペーサを形成しても、パネルプロセスでのアライメン
トが正確にできる。
【００５１】この発明の請求項５記載のアレイ基板によ
れば、位置合せに用いるアライメントマークを表示領域
外に有し、所定パターン形状、所定高さ、所定密度で形
成された柱状スペーサを、アライメントマーク部分およ
びその近傍以外の位置に設けたので、パネルギャップを
均一にするためアレイ基板全域に柱状スペーサを形成し
ても、パネルプロセスでのアライメントが正確にでき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）はこの発明の第１の実施の形態のカラー
フィルタ基板の概略断面図、（ｂ）はその概略平面図
【図２】この発明の第１の実施の形態のカラーフィルタ
基板の工程断面図
【図３】（ａ）はこの発明の実施の形態においてアライ
メントマーク上およびその近傍に柱状スペーサを形成し
ない状態を示した平面図、（ｂ）は比較のためアライメ
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ントマーク上およびその近傍に柱状スペーサを形成する
状態を示した平面図
【図４】この発明の第１の実施の形態の液晶表示装置の
断面図
【図５】（ａ）はこの発明の第２の実施の形態のアレイ
基板の概略断面図、（ｂ）はその概略平面図
【図６】この発明の第２の実施の形態のアレイ基板の工
程断面図
【図７】この発明の第２の実施の形態の液晶表示装置の
断面図
【図８】従来例の液晶表示装置の断面図
【図９】（ａ），（ｂ）は従来例の液晶表示装置の問題
点を示す説明図
【符号の説明】
１    カラーフィルタ基板
２ａ    ガラス基板 *
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*３    スイッチング能動素子
４    遮光膜
５    柱状スペーサ
６    着色膜
７ａ  パネル表示領域
８    画素電極
９    配向膜
１０  透明電極
１１  アレイ基板
１３  シール剤
１４  液晶
１５  球状スペーサ
１６  アライメントマーク
１７ａ  パネル表示外領域
３１ａ  液晶表示素子

【図１】

【図４】 【図８】
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【図６】
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